
┏ ┓  ～ ひ と り 親 家 庭 の 自 立 を サ ポ ー ト す る ～  

┗ ■   Y E L L な が さ き  メ ー ル マ ガ ジ ン V o l . 1 8 4  2 0 2 3 . 1 . 1 3 配 信  

 ┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

こ の メ ー ル マ ガ ジ ン は 、 情 報 提 供 を 希 望 す る 登 録 者 の み な さ ま  

及 び ス タ ッ フ が 名 刺 交 換 を さ せ て い た だ い た 方 へ お 送 り し て い ま す 。 

 

_ / _ / _ / _ /  I  N  D  E  X  _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

 

・ 特     集… … 令 和 4年 度 第 4期  長 崎 県 営 住 宅 募 集 開 始 の ご 案 内  

        

・ 支 援 情 報… … 『 長 崎 県 弁 護 士 会 の 無 料 法 律 相 談 W E E K』 の ご 案 内  

 

・ 1 月 ・ 2 月 の 予 定 … … Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談  

 

・ 編 集 後 記… … 『 長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ ィ バ ル 』  

 

■ 特 集━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 令 和 4 年 度 第 4 期  長 崎 県 営 住 宅 募 集 開 始 の ご 案 内  

＜ 注 意 事 項 等 （ 各 地 区 共 通 ） ＞  

※ 申 込 受 付 は 原 則 郵 送 で す 。（ 郵 送 受 付 消 印 期 限 日 厳 守 ）  

● 長 崎 地 区  

【 募 集 住 宅 一 覧 表 配 布 日 】 令 和 5 年 1 月 1 3 日 （ 金 ） か ら  

【 配 布 場 所 】 住 宅 公 社 各 事 務 所 ・ 県 庁 本 館 ・ 長 崎 振 興 局 ・ 長 崎 振 興

局 税 務 部 ・ 長 崎 市 の 各 地 域 セ ン タ ー ・ 市 民 サ ー ビ ス コ ー ナ ー ・ ア マ

ラ ン ス 及 び 住 宅 課 ・ 時 津 町 役 場 ・ 長 与 町 役 場  

【 郵 送 受 付 消 印 期 限 】 令 和 5 年 1 月 2 4 日 （ 火 ） ま で  

【 申 込 書 の 送 付 先 】 長 崎 県 住 宅 供 給 公 社  

〒 8 5 0 - 0 0 3 5 長 崎 市 元 船 町 1 7 番 1 号 長 崎 県 大 波 止 ビ ル 6 階  



● 佐 世 保 地 区  

【 募 集 住 宅 一 覧 表 配 布 日 】 令 和 5 年 1 月 1 3 日 （ 金 ） か ら  

【 配 布 場 所 】住 宅 公 社 各 事 務 所・県 北 振 興 局 建 築 課・佐 世 保 市 役 所・

同 各 支 所 及 び 行 政 セ ン タ ー ・ 同 市 営 住 宅 管 理 セ ン タ ー ・ 佐 々 町 役 場  

【 郵 送 受 付 消 印 期 限 】 令 和 5 年 1 月 2 4 日 （ 火 ） ま で  

【 申 込 書 の 送 付 先 】 長 崎 県 住 宅 供 給 公 社  佐 世 保 事 務 所  

〒 8 5 7 - 0 0 4 3 佐 世 保 市 天 満 町 1 番 2 7 号 長 崎 県 県 北 振 興 局 天 満 庁 舎 6

階  

● 諫 早 地 区  

【 募 集 住 宅 一 覧 表 配 布 日 】 令 和 5 年 1 月 1 3 日 （ 金 ） か ら  

【 配 布 場 所 】 住 宅 公 社 各 事 務 所 ・ 県 央 振 興 局 建 築 課 ・ 諫 早 市 建 築 住

宅 課 ・ 同 飯 盛 支 所 及 び 多 良 見 支 所 産 業 建 設 課  

【 郵 送 受 付 消 印 期 限 】 令 和 5 年 1 月 2 4 日 （ 火 ） ま で  

【 申 込 書 の 送 付 先 】 長 崎 県 住 宅 供 給 公 社  諫 早 事 務 所  

〒 8 5 4 - 0 0 7 4  諫 早 市 山 川 町 1 番 地 4 - 1 西 諌 早 地 区 セ ン タ ー 内  

● 大 村 地 区  

【 募 集 住 宅 一 覧 表 配 布 日 】 令 和 5 年 1 月 1 3 日 （ 金 ） か ら  

【 配 布 場 所 】 住 宅 公 社 各 事 務 所 ・ 県 央 振 興 局 建 築 課 ・ 大 村 市 役 所 建

築 課  

【 郵 送 受 付 消 印 期 限 】 令 和 5 年 1 月 2 4 日 （ 火 ） ま で  

【 申 込 書 の 送 付 先 】 長 崎 県 住 宅  大 村 事 務 所  

〒 8 5 6 - 0 8 2 6  大 村 市 東 三 城 町 7 - 7 寿 々 木 ビ ル 1 階  

 

※ 詳 細 に つ い て は 、 長 崎 県 ホ ー ム ペ ー ジ を ご 確 認 く だ さ い 。  

h t t p s : / / w w w . p r e f . n a g a s a k i . j p / s h a r e d / u p l o a d s / 2 0 2 2 / 0 4 / 1 6 5 0 8 5 2 9

0 8 . p d f  

 

■ 支 援 情 報━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 『 長 崎 県 弁 護 士 会 の 無 料 法 律 相 談 W E E K』 の ご 案 内  

https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/04/1650852908.pdf
https://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2022/04/1650852908.pdf


遺 言 ・ 相 続 ・ 後 見 、 不 動 産 、 離 婚 ・ 家 庭 、 借 金 問 題 ・ 債 権 回 収 ほ か  

何 で も ご 相 談 い た だ け ま す ！  

【 期 間 】 2 0 2 3 年 1 月 3 0 日 （ 月 ） ～ 2 月 4 日 （ 土 ）  

【 相 談 料 】 無 料   ※ 事 前 予 約 制 （ 相 談 枠 ： 6 5 枠 ）  

【 相 談 時 間 】  お 一 人 様  2 0 分 以 内  

【 予 約 受 付 開 始 】 1 月 1 7 日 （ 火 ） か ら  

※ ひ と り で 悩 ま ず 法 律 の プ ロ に 相 談 し て み ま せ ん か 。  

※ 長 崎 会 場 の 火 曜 ・ 金 曜 は 電 話 相 談 と な り ま す 。 電 話 相 談 は 予 約 の

時 間 に 弁 護 士 か ら お 電 話 い た し ま す 。  

≪ 長 崎 会 場 ≫  

長 崎 県 弁 護 士 会 （ 長 崎 市 栄 町 1 番 2 5 号 長 崎 M S ビ ル 4 階 ）  

【 予 約 ・ お 問 合 せ 先 】 0 9 5 - 8 2 4 - 3 9 0 3  

1 / 3 0（ 月 ） 1 0： 0 0～ 1 6： 0 0  面 談 相 談  

1 / 3 1（ 火 ） 1 0： 0 0～ 1 6： 0 0  電 話 相 談  

2 / 1  （ 水 ） 1 0： 0 0～ 1 6： 0 0  面 談 相 談  

2 / 2  （ 木 ） 1 0： 0 0～ 1 6： 0 0  面 談 相 談  

2 / 3  （ 金 ） 1 0： 0 0～ 1 6： 0 0  電 話 相 談  

2 / 4  （ 土 ） 1 3： 3 0～ 1 6： 0 0  面 談 相 談  

 

≪ 佐 世 保 会 場 ≫  

長 崎 県 弁 護 士 会 佐 世 保 支 部  

（ 佐 世 保 市 島 瀬 町 4 - 1 2 シ テ ィ ヒ ル ズ ガ ズ バ 2 階 ）  

【 予 約 ・ お 問 合 せ 先 】 0 9 5 6 - 2 2 - 9 4 0 4  

2 / 1（ 水 ） 1 3： 3 0～ 1 6： 0 0  面 談 相 談  

2 / 4（ 土 ） 1 3： 3 0～ 1 6： 0 0  面 談 相 談  

 

※ 詳 細 に つ い て は 、 各 お 問 合 せ 先 へ ご 連 絡 く だ さ い 。  

 

■ 1 月 ・ 2 月 の 予 定 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 



◆ 「 Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談 」  

 

1 月 1 8 日 （ 水 ） 1 3： 0 0～ 1 6： 0 0（ 池 内 愛  弁 護 士 ）  

2 月 1 5 日 （ 水 ） 1 3： 0 0～ 1 6： 0 0（ 池 内 愛  弁 護 士 ）  

 《 事 前 予 約 受 付 中 》  

 

池 内 愛  弁 護 士 （ 長 崎 県 弁 護 士 会 所 属 ）  

池 内 愛 法 律 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ  h t t p : / / a i - l o . c o m /  

 

※ 日 程 等 合 わ な い 場 合 は ご 相 談 く だ さ い 。  

※ 来 所 し て の 相 談 が 難 し い 場 合 は 、 電 話 法 律 相 談 も 行 な っ て お り ま  

す 。 ま ず は お 問 合 せ く だ さ い 。  

 

■  編 集 後 記 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 『 長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ ィ バ ル 』  

 「 長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ ィ バ ル 」 と は 、 長 崎 新 地 中 華 街 の 人 た ち

が 、 街 の 振 興 の た め に 、 中 国 の 旧 正 月 「 春 節 」 を 祝 う 行 事 と し て 親

し ま れ て い た 「 春 節 祭 」 を 、 平 成 6 年 か ら 「 長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ

ィ バ ル 」 と し て 規 模 を 拡 大 し た と こ ろ 、 長 崎 の 冬 を 彩 る 一 大 風 物 詩

と な り ま し た 。  

 期 間 中 は 、 中 国 の 「 元 宵 節 」 の ラ ン タ ン （ 中 国 提 灯 ） を 飾 る 風 習

に 習 い 、 長 崎 新 地 中 華 街 は も と よ り 、 浜 町 ・ 観 光 通 ア ー ケ ー ド な ど

市 内 中 心 部 に 約 1 万 5 千 個 に も 及 ぶ 中 国 ラ ン タ ン （ 中 国 提 灯 ） な ど

が 飾 ら れ 、 長 崎 の 街 は 極 彩 色 の 灯 で 彩 ら れ ま す 。 会 場 ご と に 中 国 ラ

ン タ ン （ 中 国 提 灯 ） の 色 が 異 な る と こ ろ も 見 ど こ ろ の 一 つ で す 。  

中 島 川 公 園 会 場 に し か な い 「 黄 色 い ラ ン タ ン 」 が 川 面 に 映 り 、 静 寂

の 中 に 幻 想 的 な 風 景 を 創 り 出 し ま す 。 ま た 、 川 に 浮 か べ る オ ブ ジ ェ

も あ り 、 水 面 と 上 空 か ら の 光 が 中 島 川 を ロ マ ン テ ィ ッ ク な 世 界 に 誘

い ま す 。「 桃 色 の ラ ン タ ン 」が 幻 想 的 な あ ま い 雰 囲 気 を 創 り 出 す 銅 座

http://ai-lo.com/


川 一 帯 は 、 桃 色 の 光 が あ な た の ほ ほ を か わ い く 照 ら し ま す 。  

長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ ィ バ ル の 見 ど こ ろ は 、 中 国 ラ ン タ ン 装 飾 だ け

で は な く 、 皇 帝 パ レ ー ド 、 媽 祖 （ ま そ ） 行 列 、 龍 踊 り な ど の ス ト リ

ー ト イ ベ ン ト や「 土 神 堂 」「 天 后 堂 」「 観 音 堂 」「 福 建 会 館 」の 四 堂 を

巡 り 、 ろ う そ く を 灯 し て 祈 る と 、 願 い ご と が 叶 う と 言 わ れ る 「 ロ ウ

ソ ク 祈 願 四 堂 巡 り 」 な ど が あ り ま す 。  

 良 縁 を 求 め る 人 や 好 き な 人 と 結 ば れ た い 人 は 、 浜 市 ア ー ケ ー ド に

あ る 中 国 の 縁 結 び の 神 様 「 月 下 老 人 」 に お 願 い し て み て は い か が で

し ょ う か 。  

≪ 2 0 2 3 長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ ィ バ ル ≫  

2 0 2 3 年 1 月 2 2 日 （ 日 ） ～ 2 月 5 日 （ 日 ） 3 年 ぶ り に 開 催 ！  

※ 今 後 の 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 状 況 に よ り 、 イ ベ ン ト 内 容 が 変 更

や 中 止 に な る 場 合 が あ り ま す の で 、 下 記 の 公 式 サ イ ト に て ご 確 認 く

だ さ い 。  

＜ 長 崎 ラ ン タ ン フ ェ ス テ ィ バ ル 公 式 サ イ ト ＞  

h t t p s : / / w w w . a t - n a g a s a k i . j p / l a n t e r n - f e s t i v a l  

 

https://www.at-nagasaki.jp/lantern-festival

